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（
町
民
税
務
課
）

　

ひ
と
り
親
家
庭
、
重
度
心
身
障
害

者
の
方
の
マ
ル
福
受
給
者
証
は
６
月

30
日
ま
で
が
有
効
期
限
と
な
っ
て
い

ま
す
。
受
給
要
件
を
満
た
す
方
に
つ

い
て
は
、
６
月
下
旬
（
予
定
）
に
新

し
い
受
給
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。

　

な
お
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、
こ

れ
ま
で
ど
お
り
役
場
窓
口
に
お
い
て

更
新
手
続
き
が
必
要
で
す
の
で
、
７

月
末
ま
で
に
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

・
転
入
さ
れ
た
方
や
申
告
さ
れ
て
な

い
方
で
、
本
人
お
よ
び
扶
養
義
務

者
の
所
得
が
確
認
で
き
な
い
方

・
受
給
者
証
の
記
載
内
容
に
変
更
が

あ
る
方
（
被
保
険
者
証
の
変
更
等
）

※
更
新
の
手
続
き
が
遅
れ
た
場
合
、
手

続
き
を
行
っ
た
月
か
ら
の
受
給
と

な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

町
民
税
務
課　

町
民
Ｇ

　

☎
（84）
１
９
６
５
（
直
通
）

（
健
康
福
祉
課
）

　

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
に
お
い
て
居

住
費
や
食
費
は
在
宅
の
場
合
と
同
じ

よ
う
に
、
原
則
と
し
て
全
額
自
己
負

担
と
な
り
ま
す
が
、
次
表
の
よ
う
に

利
用
者
負
担
段
階
の
第
１
段
階
か
ら

第
３
段
階
の
方
は
負
担
が
軽
減
さ
れ

ま
す
。
介
護
保
険
施
設
の
入
所
者
、

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
利
用
者
に
お
い

て
、
該
当
す
る
方
は
健
康
福
祉
課
に

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課　

高
齢
者
支
援
Ｇ

　

☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

（
健
康
福
祉
課
）

　

６
月
は
、
現
況
届
の
提
出
と
児
童

手
当
の
支
給
月
で
す
。

　

児
童
手
当
は
、
児
童
を
養
育
し
て

い
る
方
に
児
童
手
当
を
支
給
し
、
家

庭
等
に
お
け
る
生
活
の
安
定
に
寄
与

す
る
と
と
も
に
、
次
代
の
社
会
を
担

う
児
童
の
健
や
か
な
成
長
に
資
す
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

○
対
象
児
童

　

中
学
校
修
了
前
ま
で

○
支
給
額
（
月
額
）

・
３
歳
未
満　

一
律
１
５
，
０
０
０
円

・
３
歳
以
上
小
学
校
修
了
前

　

１
０
，
０
０
０	

円

	

（
第
３
子
以
降		

１
５
，
０
０
０
円
）

・
中
学
校
修
了
前

　

一
律
１
０
，
０
０
０
円

・
所
得
制
限
以
上

　

一
律
５
，
０
０
０
円

○
所
得
制
限

	

（
例
）
扶
養
親
族
３
人
（
妻
と
子
２

人
）
の
場
合
→
所
得
額
７
３
６
万

円
（
収
入
額
９
６
０
万
円
）

※
扶
養
親
族
の
人
数
に
よ
っ
て
所
得

限
度
額
が
増
減
し
ま
す
。

○
支
給
日　
６
月
・
10
月
・
２
月
に

そ
れ
ぞ
れ
前
月
分
ま
で
を
支
払

○
現
況
届　
児
童
手
当
を
継
続
し
て

受
給
す
る
た
め
に
、
毎
年
6
月
中

に
児
童
の
扶
養
を
確
認
す
る
現
況

届
の
提
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

　

６
月
上
旬
に
必
要
書
類
を
受
給
者

の
方
へ
送
付
い
た
し
ま
す
の
で
、
期

日
ま
で
に
提
出
下
さ
い
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

健
康
福
祉
課　

社
会
福
祉
Ｇ

　

☎
（84）
０
０
０
６
（
直
通
）

（
政
策
財
務
課
）

　

地
域
住
民
お
よ
び
児
童
・
生
徒
の

環
境
美
化
に
対
す
る
関
心
・
意
欲
を

高
め
、
花
い
っ
ぱ
い
運
動
が
地
域
や

団
体
に
根
ざ
し
た
運
動
と
な
る
よ
う

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
花
い
っ

ぱ
い
運
動
で
す
ば
ら
し
い
成
果
を
あ

げ
て
い
る
地
域
・
団
体
・
職
場
・
学

校
を
表
彰
し
ま
す
。

○
応
募
先　
政
策
財
務
課
（
応
募
用

紙
は
町
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。
）

○
締
切　
７
月
１
日
㈮

○
お
問
い
合
わ
せ

・
政
策
財
務
課　

政
策
Ｇ

　

☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
３
）

・
大
好
き	

い
ば
ら
き	

県
民
会
議

　

☎
０
２
９
（
２
２
４
）
８
１
２
０

（
政
策
財
務
課
）

　

今
年
度
、
女
性
・	

若
者
、
地
域
活

動
団
体
を
応
援
す
る
た
め
、
応
募
の

あ
っ
た
団
体
等
の
活
動
を
支
援
す
る

た
め
次
の
と
お
り
助
成
金
を
交
付
い

た
し
ま
す
。

○
事
業
内
容

①
女
性
・
若
者
企
画
提
案
チ
ャ
レ
ン

ジ
支
援
事
業

　

募
集
件
数
：
40
件
程
度

　

助
成
額
：
１
件
あ
た
り
10
万
円

②
大
好
き
い
ば
ら
き
地
方
創
生
応
援

事
業

　

募
集
件
数
：
１
０
０
件
程
度

　

助
成
額
：
１
件
あ
た
り
10
万
円

※
募
集
要
領
等
は
町
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

○
応
募
先　
大
好
き
い
ば
ら
き
県
民

会
議
（
応
募
用
紙
は
町
公
式
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。
）

○
締
切　
６
月
10
日
㈮

○
お
問
い
合
わ
せ

・
政
策
財
務
課　

政
策
Ｇ

　

☎
（84）
１
１
１
１
（
内
線
２
２
３
）

・
大
好
き	

い
ば
ら
き	

県
民
会
議

　

☎
０
２
９
（
２
２
４
）
８
１
２
０

（
上
下
水
道
課
）

　

火
災
等
に
よ
り
消
火
栓
を
使
用
し

た
場
合
に
、
水
道
配
水
管
内
の
水
の

流
れ
が
急
激
に
変
化
す
る
こ
と
等
を

原
因
と
し
て
、
配
水
管
内
部
に
付
着

し
て
い
る
サ
ビ
等
が
剥
離
し
、
一
時
的

に
水
質
異
常
（
着
色
・
濁
り
・
臭
気
）

が
発
生
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ

の
際
は
、
飲
用
を
控
え
上
下
水
道
課

水
道
Ｇ
に
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
水
質
異
常
時
に
は
、
そ
の

改
善
の
た
め
町
内
要
所
に
あ
る
排
泥

管
や
消
火
栓
に
よ
る
排
水
作
業
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

○
お
問
い
合
わ
せ

　

上
下
水
道
課　

水
道
Ｇ

　

☎
（84）
３
０
０
０
（
直
通
）

医
療
福
祉
費（
マ
ル
福
）
受
給
者

証
の
更
新
に
つ
い
て
～
ひ
と
り
親

家
庭
、
重
度
心
身
障
害
者
の
方
～

児
童
手
当

女
性
・
若
者
企
画
提
案
チ
ャ
レ

ン
ジ
支
援
事
業
お
よ
び
大
好
き

い
ば
ら
き
地
方
創
生
応
援
事
業

消
火
栓
使
用
時
・
使
用
後

に
は
水
質
異
常
が
発
生
す

る
場
合
が
あ
り
ま
す

介
護
保
険
施
設
利
用
時
の
居

住
費
・食
費
が
軽
減
さ
れ
ま
す

利用者負担段階 対　象　者

第１段階
・世帯全員が住民税非課税者であっ
　て老齢福祉年金を受けている人
・生活保護を受けている人

第２段階
　世帯全員が住民税非課税者であっ
て合計所得金額と年金収入（障害・遺
族含む）の合計額が80万円以下の人

第３段階 　世帯全員が住民税非課税者であっ
て、第2段階に該当しない人

第４段階 第１，第２、第３段階のいずれにも
該当しない人

第
44
回
花
と
緑
の
環
境
美
化
コ
ン

ク
ー
ル
参
加
花
壇
の
募
集
を
し
ま
す


